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○松本市心身障害者福祉手当条例施行規則 

昭和４８年７月１２日 

規則第２８号 

改正 昭和５０年１０月２３日規則第５０号 

平成５年１１月１９日規則第３８号 

平成８年８月１日規則第３８号 

平成１４年３月２９日規則第４０号 

平成１８年３月３１日規則第１８号 

平成２８年２月２２日規則第３号 

平成２９年３月３１日規則第２２号 

（目的） 

第１条 この規則は、松本市心身障害者福祉手当条例（昭和４８年条例第９号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（申請） 

第２条 条例第４条第１項の規定による申請は、松本市心身障害者福祉手当認定申請書（様

式第１号）に、次に掲げる書類を添付又は提示して行うものとする。 

（１） 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

（２） 個人市民税が課税されていないことを証する書類 

（３） 条例第３条第２号に規定する手当の受給資格者で、当該手当が支給停止になって

いるものについては、当該手当の支給停止通知書 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、支給年度の１１月１０日（同日が松本市の休日を定める条例（平成元年

条例第３１号）第１条に定める休日に当たるときは、当該休日の翌日）までに行わなけれ

ばならない。ただし、同日までに申請をしなかったことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときは、この限りでない。 

（決定） 

第３条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、受給資格の認定をしたときは、松本市心

身障害者福祉手当認定通知書（様式第２号）を、受給資格がないと認めたときは、松本市

心身障害者福祉手当認定申請却下通知書（様式第３号）を交付するものとする。 

（届出の義務） 

第４条 受給者は、条例第６条の規定により受給資格が消滅したとき、又は申請内容に変更
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を生じたときは、直ちに松本市心身障害者福祉手当（資格喪失、変更）届（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 

（喪失の通知） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者に対し、松本市心身障害者

福祉手当資格喪失通知書（様式第５号）を交付する。 

（１） 前条の届出により受給資格が喪失したと認めたとき。 

（２） 市が行う調査等により受給資格が喪失したと認めたとき。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。 

（規則の廃止） 

２ 松本市心身障害児年金条例施行規則（昭和４６年規則第２４号）は、廃止する。 

附 則（昭和５０年１０月２３日規則第５０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年１１月１９日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の松本市心身障害者福祉手当条例施行

規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市心身障害者福祉

手当条例施行規則の規定による様式とみなす。 

附 則（平成８年８月１日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の松本市心身障害者福祉手当条例施行

規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市心身障害者福祉

手当条例施行規則の規定による様式とみなす。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第４０号） 
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この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の松本市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定による様式は、

当分の間この規則による改正後の松本市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定による

様式とみなす。 

附 則（平成２８年２月２２日規則第３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度に支給する松本市心身障害者

福祉手当から適用する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市心身障害者福祉手当条例施行

規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市心身障害者福祉

手当条例施行規則の規定による様式とみなす。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

 


